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古田沖地区活性化計画

愛媛県 市町村名 内子町 地区名 古田沖 計画期間

　当地区が属する内子町五十崎は、愛媛県のほぼ中央に位置し、県都松山市より南西約４０kmの地点にある。本地域は、肱川水系の小田川沿いに広がる標
高４５mにある水田地帯で、小田川河川改修事業（Ｓ５５～Ｓ６０）により整備した揚水施設により、河川から農業用水を確保している。また、水利条件も良いこ
とから、稲作を基幹作目として農業の振興を図っている。
　平均気温１５℃～１７℃、平均降雨量１，７００mm～１，８００mmで、米作に適した比較的温暖な気候に恵まれている。

現状と課題

　　本地区は、中山間地域の農山村であり、ほ場整備事業等生産基盤の整備を積極的に進め、水稲を中心とした生産を行っている。
　また、地域の伝統行事や収穫祭等の交流事業にも取り組み、後継者育成のための住みよい集落環境づくりを目指し地域営農を推進している。
　しかし、近年、農家の兼業化や高齢化が進み、用水管理や水路の維持管理が困難な状況となってきており、今後、農地の耕作放棄地化が懸念されるなど、
今後、如何に地域の活性化を図っていくかが課題となっている。

今後の展開方向等

　農業の兼業化や高齢化等に伴う農地の耕作放棄地化など、地域活力が低下する中、農業用用排水施設等の整備により、維持管理の負担軽減と農産物の
生産性の向上、農作業の共同化を図り、また後継者が定住しやすい集落環境整備を推進することで、農業振興と快適な住環境の調和を図りながら、現在の
農業基盤の維持と定住化の促進を目指すこととする。

地区の概要：

　 本事業の実施により、農業用用排水路の整備を行うことで、維持管理の負担軽減と農作物生産の安定的な生産を図り、農作業の共同化を促進し、後継者が定
住しやすい集落環境整備を推進することで、計画区域内の人口の減少を抑えることとし、18人減（H21→H23)となった人口減少を、16人（H24→H26）までに抑えるこ
とを目標に、定住の促進を図るものとする。

平成24年度～平成25年度

1　活性化計画の目標及び計画期間

都道府県名
計画の名称

目標設定の考え方

目　標　：



（１）法第５条第２項第２号に規定する事業

内子町 古田沖 内子町 有 イ

（２）法第５条第２項第３号に規定する事業・事務

（３）関連事業（施行規則第２条第３項）

（４）他の地方公共団体との連携に関する事項
該当なし

市町村名 地区名 事業名

備考

該当なし

交付金希望の有無

基盤整備（農業用用排水施設）

交付金希望の有無

市町村名 地区名 事業名 事業実施主体

該当なし

事業実施主体 備考

２　定住等及び地域間交流を促進するために必要な事業及び他の地方公共団体との連携

市町村名 地区名 事業名（事業メニュー名） 事業実施主体 備考
法第５条第２項第
２号イ・ロ・ハ・ニ

の別



区域面積 88ｈａ

③法第３条第３号関係：

　 計画区域には、市街地を形成している区域は含んでいない。

　Ｈ２1からＨ２３における人口は、18人（704人→686人）、約3％減少している。
　また、地区内人口686人中 ６５歳以上の人が219人を占め、高齢化傾向（高齢化率約32％）がみられることから、地域の活性化のためには定住促進を
図ることが必要不可欠な地域である。

３　活性化計画の区域

古田沖地区（愛媛県内子町）

②法第３条第２号関係：

区域設定の考え方

①法第３条第１号関係：

　当該区域の面積88ｈａのうち農林地面積は82ｈａで93％を占め、就業人口 316人のうち農林業従事者は 62人と19.6％を占めており、第１次産業が主産
業となっている。



４４４４　　　　市民農園市民農園市民農園市民農園（（（（活性化計画活性化計画活性化計画活性化計画にににに市民農園市民農園市民農園市民農園をををを含含含含むむむむ場合場合場合場合））））にににに関関関関するするするする事項事項事項事項

（１）市民農園の用に供する土地（農林水産省令第２条第４号イ、ロ、ハ）

農地 市民農園施設

氏名 住所 氏名 住所

市民農園整備
促進法第２条
第２項第１号
イ・ロの別

種別

（２）市民農園施設の規模その他の整備に関する事項（農林水産省令第２条第４号ハ）
整備計画

建築物

工作物

　計

（３）開設の時期 （農林水産省令第２条第４号二）

所要面積 工事期間建築面積

土地所有者

土地の所在 地番
登記簿 現況

地目 新たに権利を取得するもの

種別

土地の利用目的

備考

備考構造

地積（㎡) 権利の
種類

既に有している権利に基づくもの

土地所有者

権利の
種類



内　　　容 備　　考

（１） 農林地所有権移転等促進事業の実施に関する基本方針

（２） 移転される所有権の移転の対価の算定基準及び支払の方法

（３）

①

②

③

（４）

①

②

設定され、又は移転される地上権、賃借権又は使用貸借に
よる権利の残存期間に関する基準

設定され、又は移転を受ける権利が地上権又は賃借権であ
る場合における地代又は借賃の算定基準及び支払の方法

農林地所有権移転等促進事業の実施により設定され、又は
移転される農用地に係る貸借権又は使用貸借による権利
の条件

その他農用地の所有権の移転等に係る法律関係に関する
事項

農林地所有権移転等促進事業の実施により設定され、又は移
転される農用地に係る賃借権又は使用貸借による権利の条件
その他農用地の所有権の移転等に係る法律事項

５　農林地所有権移転等促進事業に関する事項

事　　　項

権利の存続期間、権利の残存期間、地代又は借賃の算定基準等

設定され、又は移転される地上権、賃借権又は使用貸借に
よる権利の存続期間に関する基準



現状：H21年　704人 計画：Ｈ24年

　↓　　　　　　　　 18人　減となった。 　↓　　 16人減が目標

　H23年　　　　 686人 　Ｈ26年

６　活性化計画の目標の達成状況の評価等

　 活性化計画終了翌年度の平成26年9月末までに、愛媛県農地整備課及び内子町産業振興課において、平成25年度末における計画区域内の人口を指定地区別人
口調べ（内子町調べ）により確認し、第三者（農地水保全管理・五十崎地域活動組織予定）による評価により検証する。



参考様式１

＜連絡先＞
ＦＡＸ番号 メールアドレス

nouchiseibi@pref.ehime.jp089－912－2534
担当課 電話番号
愛媛県農林水産部農業振興局農地整備課 089－941－2111

農山漁村活性化対策整備交付対象事業別概要農山漁村活性化対策整備交付対象事業別概要農山漁村活性化対策整備交付対象事業別概要農山漁村活性化対策整備交付対象事業別概要

愛媛県（代表）
えひめけんうちこちょう

えひめけん

計　画　主　体　名 計　画　期　間

平成24年度～平成25年度

愛媛県内子町

愛媛県内子町産業振興課 0893－44－2123 089－44－6136 sangyoshinko-s@town.uchiko.ehime.jp



ⅠⅠⅠⅠ　　　　事業活用活性化計画目標事業活用活性化計画目標事業活用活性化計画目標事業活用活性化計画目標

事業活用活性化計画目標の設定根拠

事業活用活性化計画目標の設定根拠

事業活用活性化計画目標 　　　　　　　　　　　　　増　加　率　等　の  算　出
増加率等

定住等の促進に資する
農業用用排水施設等の機能の確保

10.2ha

計画区域における農業用用排水施設の機能の確保（ha）
=計画区域における農業用用排水施設等の整備・保全により条件整備され、機能が
　確保された農地の面積（ha）
=10.2ha

　農業用用排水施設を整備することにより、農業用水の供給機能が向上し、維持管理に費やしていた営農労力を農作物の品質向上への労力に転換することが可能とな
るため、農家経営の安定が期待できる。
　よって、これらの基盤条件の改良を行う農業用用排水施設等の整備面積を数値目標として設定する。

　農業用用排水施設受益面積　Ａ＝10.2ha

事業活用活性化計画目標 　　　　　　　　　　　　　増　加　率　等　の　算　出増加率等



（交付対象事業別概要）

ⅡⅡⅡⅡ　　　　活性化計画活性化計画活性化計画活性化計画のののの目標及目標及目標及目標及びびびび事業活用活性化計画目標事業活用活性化計画目標事業活用活性化計画目標事業活用活性化計画目標とととと交付対象事業交付対象事業交付対象事業交付対象事業のののの関連性関連性関連性関連性

86,000 47,300 47,300

農業用用排水施設 古田沖地区 農業用用排水施設

農業用用排水
路　L=2,120m
配水槽1箇所
揚水機1箇所

47,300

活性化計画活性化計画活性化計画活性化計画のののの目標及目標及目標及目標及びびびび事業活用活性化計画目標事業活用活性化計画目標事業活用活性化計画目標事業活用活性化計画目標とのとのとのとの関連性関連性関連性関連性

　農業用用排水施設を整備することにより、農業用水の供給機能が向上し、農業生産
基盤機能が回復し、維持管理に費やしていた営農労力を農作物の品質向上への労力
に転換することにより農家経営の安定が期待できる。
　その結果、農家の効率的、継続的な営農活動が可能となることから、農作業の共同
化を促進し、地区内世帯数の減少率の低減を目標に農業従事者等の定住化を図る。

交付限度額
（千円）実施期間

内子町 86,000 47,300 55%

交付額算
定交付率

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合　　　　計

事業内容 事業実施主体事業メニュー名

H24年度～H25年
度

地区名 事業規模等
全体事業費

（千円）

交付金要望
額

（千円）



ⅢⅢⅢⅢ　　　　農山漁村活性化対策整備年度別事業実施計画農山漁村活性化対策整備年度別事業実施計画農山漁村活性化対策整備年度別事業実施計画農山漁村活性化対策整備年度別事業実施計画

計画主体名 整理コード

目標番号

山村 過疎 特農 半島 離島 豪雪
急傾
斜地

沖縄 奄美

円 円

事業別内容 内訳 H24 愛媛県 380008
愛媛県
内子町

380008 1 1 内子町 古田沖 1 1 1
農業用用排水施

設
6

農業用用排水路
Ｌ＝2,120ｍ

配水槽　１箇所
揚水機　１箇所

Ｈ24年度～
Ｈ25年度

内子町 86,000,000 47,300,000

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合計（Ｆ） H24 愛媛県 380008  愛媛県内子町 380008 1 999 Ｈ25
Ｈ24年度～

Ｈ25年度
86,000,000 47,300,000

事業活用活性化計画目標等 H24 愛媛県 380008  愛媛県内子町 380008 1 1001 9 10.2

1002

1003

1004

1005

1006

①事業費計（＝（Ｆ）） H24 愛媛県 380008  愛媛県内子町 380008 1 2001 86,000,000 47,300,000

創意工夫発揮事業 2002

附帯事業 2003

②市町村等附帯事務費 H24 愛媛県 380008  愛媛県内子町 380008 1 2004 344,000 172,000

③都道府県附帯事務費 H24 愛媛県 380008  愛媛県内子町 380008 1 2005 1,462,000 731,000

総合計（①＋②＋③） 1 2006 87,806,000 48,203,000

事 業 メ
ニ ュ ー
番 号

増減率
等

都道府
県コード
（地方公
共団体
コード番
号（総務

省））

事業活用活性化
計画目標

地域指定状況
計画
番号

計画期間
最終年度

計画主
体コード
（地方公
共団体
コード番
号（総務

省））

計画の
提出年

度
事 業 内 容 及 び
事 業 量

全　　体　　計　　画

市 町 村 名 地区名
交 付 金 額
( 千 円 未 満
は 切 り 捨
て ）

事 業 メ ニ ュ ー 名
要 件 類 別
番 号

新規・
変更
の別
新規：
１
変更：
２

都道府
県名

実 施 期 間
事 業 実 施
主 体

全体事業費
Ａ



事業内容及び
事　業　量

仕入れに係る

消費税相当額 事 業 費 交 付 金 額 事 業 費 交 付 金 額 事 業 費 交 付 金 額 事 業 費 交 付 金 額

円 円 円 円 円 円 円 円 ％ 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

55 47,300,000 0 0
農業用用排水路

Ｌ＝1,600ｍ 30,000,000 16,500,000 1,500,000 9,600,000 2,400,000 35 16,500,000 該当無し 30,000,000 16,500,000 56,000,000 30,800,000 56,000,000 30,800,000

47,300,000 0 0 30,000,000 16,500,000 1,500,000 9,600,000 2,400,000 16,500,000 該当無し 30,000,000 16,500,000 56,000,000 30,800,000 56,000,000 30,800,000

47,300,000 0 0 30,000,000 16,500,000 1,500,000 9,600,000 2,400,000 16,500,000 該当無し 30,000,000 16,500,000 56,000,000 30,800,000 56,000,000 30,800,000

50 172,000 0 0 120,000 60,000 0 60,000 0 60,000 該当無し 120,000 60,000 224,000 112,000 224,000 112,000

50 731,000 0 0 510,000 255,000 255,000 0 0 255,000 該当無し 510,000 255,000 952,000 476,000 952,000 476,000

48,203,000 0 0 30,630,000 16,815,000 1,755,000 9,660,000 2,400,000 16,815,000 該当無し 30,630,000 16,815,000 57,176,000 31,388,000 57,176,000 31,388,000

交 付
金 額

（千円未満
は 切 り捨

て ）

都道府県
費

交 付 金 額
Ｄ

交付額算定
交 付 率

Ｂ

交付限度額
Ｃ ＝ Ａ × Ｂ
(千円未満は
切 り 捨 て ）

事 業 費
本年度末
進 捗 率

Ｅ

単年度交付限
度 額

Ｃ × Ｅ － Ｄ
（千 円未 満は
切 り 捨 て ）

前　年　度　ま　で

備 考

市町村費
そ の

他
事 業 費

本　年　度

事 業 費 事 業 費

本年度までの累計 翌年度以降（予定）

交 付 金 額

翌 年 度 以 降

交 付 金 額 平 成 25 年 度 平 成 26 年 度 平 成 27 年 度 平 成 28 年 度
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（参考様式２）         農山漁村活性化対策整備事前点検シート  

 

 

計画主体名 
  愛媛県 
愛媛県内子町                                           

計画期間 

実施期間 

平成24年度～平成25年度 

平成24年度～平成25年度 
総事業費（交付金） 86,000千円 （  47,300 千円） 

 

１ 計画全体について 
  

 

項    目 
 

 

チェック欄 
 

 

判 断 根 拠 
 

目標及び事業活用活性化計画目標が、農山漁村の活性化のための
定住等及び地域間交流の促進に関する法律及び同法に基づき国
が策定する基本方針と適合しているか 

○  

本計画の目標は、農業用用排水施設の整備により定
住等の促進に資する農業用用排水施設等の機能を確
保することとし、これにより農業従事者の定住化を図

り、地区内の世帯数減少率の低減を目指すことから、
農山漁村の活性化のための定住化及び地域間交流の
促進に資する内容となっているので、法及び基本方針

に適合している。  

市町村総合計画、農業振興地域整備計画、土地改良事業計画、森
林・林業基本計画、特定漁港漁場整備事業計画その他各種関連制

度・施策との連携、配慮、調和等が図られているか ○  

愛媛の農業農村整備事業展開方向（ H23.3策定）の
基本方針、重点項目及び過疎地域自立方針と合致して

おり、また、内子町においては農業振興地域整備計画
（ H9.5.13策定）及び土地改良事業等の施策と連携、
調和を図っている。  

活性化計画及び交付対象事業別概要は関係農林漁業者をはじめ
とした地域住民等の合意形成を基礎としたものになっているか 

 

 
○  

 

 活性化計画及び交付対象事業別概要は、地元要望を
基に内子町の各種計画に基づき計画しているもので

あり、また、土地改良法に基づく受益者の同意も得て
、地域住民等の合意形成を基礎としたものになってい
る。  

 
 

活性化計画の策定にあたり、女性の意見や提案などを聞く機
会を設けているか 

 
○  

地元説明会等で女性地権者も参加し、意見を聞く機
会を設けている。  
 

事業の推進体制は確立されているか 
 

○  

 平成 22年に古田地区建設委員会を設立して、事業実
施に向けて取り組んでいる。また、地元要望に伴う説

明会を実施済みで、土地改良法に基づく受益者の同意
も得ており、推進体制は整備されている。 
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目標及び事業活用活性化計画目標と事業内容の整合性が確保さ

れているか 
 

○  

定住等の促進に資する農業用水路の機能確保を図

るために整備しようとするものであり、これにより農
業従事者の定住化を図り、地区内の世帯数減少率の低
減を目指すことから、整合性は確保されている。  

計画期間・実施期間は適切か 
 

○  
総事業費が 86,000千円であり、事業費から検討して

実施期間を 2年としたものであり適切である。  

交付金要望額は交付限度額（事業費×国費率）の範囲内か 
 ○  

交付金要望額＝ 47,300千円  
交付限度額＝事業費 86,000千円×交付算定交付率 55％
＝ 47,300千円であり範囲内である。  

 
 

 
２ 個別事業について 
 

 
項    目 

 

 
チェック欄 

 

 
判 断 根 拠 

 

自力若しくは他の助成によって実施中又は既に完了した施設等
を本交付金に切り替えて交付対象とするものでないか 

 

○  今回、新規に取り組む事業である。  

増改築等若しくは合体又は古材を利用した施設整備を行う場合
は、地域自主戦略交付金交付要綱（農林水産省）（以下「交付要

綱」という。）別紙35に定める基準を満たしているか 
 

―  該当なし。  

交付対象とする施設等は減価償却資産の耐用年数等に関する省
令（昭和40年大蔵省令第34号）別表等による耐用年数がおおむね
５年以上のものであるか 

○  

農林畜水産業関係補助金等交付規則により、ポンプ
の耐用年数２０年・パイプラインの耐用年数３０年で
ある。  

事業による効果の発現は確実に見込まれるか 
 

  

費用対効果分析の手法は適切か（農山漁村活性化プロジェク
ト支援交付金費用対効果算定要領（平成19年８月１日付け1
9企第106号農林水産省大臣官房長通知）により適切に行われ

ているか） 

○  
費 用 対 効 果 算 定 要 領 及 び 土 地 改 良 の 効 果 算 定 マ ニ

ュアルに基づき適切に算定している。  

 
 
 

 
 
 

上記の費用対効果分析による算定結果が１．０以上となって
いるか 

○  総費用総便益比  1.07≧ 1.0（農業用用排水施設）  

事業内容、事業実施主体等については交付要綱別紙34及び35に定
める要件等を満たしているか 

○  

要 件 類 別 6の 条 件 の う ち 、 町 が 事 業 主 体 で あ る こ と
と、当該地域、受益面積の合計が１０．２ｈａとなり

、５ｈａ以上であり、かつ、農業用用排水施設の整備
・保全が見込まれるため、要件を満たしている。  
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個人に対する交付ではないか、また目的外使用のおそれがないか 

○  

内子町が施工し、古田沖地区水利組合が施設の持続

的な維持保全活動を行うため、目的外使用のおそれは
ない。  
 

施設等の利活用の見通し等は適正か 
 

  
 

地域間交流の拠点となる施設にあっては当該地区の入り込
み客数や都市との交流状況（現状と今後の見込み）を踏まえ
ているか 

－  
 
 
 

近隣市町村の類似施設等の賦存状況と利用状況等を踏まえ
ているか。 

－  
 
 

利用対象者、利用時期など施設の利用形態を検討しているか 
－  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

施設等の規模や設置場所、地域における他の施設との有機的
な連携等、当該施設等の利用環境等について検討されている
か 

－  
 
 
 

施設の利用や運営等にあたって、女性参画への配慮や促進のため
の取組がなされているか 

○  
女性耕作者からも営農等に関する状況の聞取りな

どを行っている。  

事業費積算等は適正か 
 

 
 

 
 

過大な積算としていないか 

 
○  

土地改良事業等請負工事価格積算要領に基づいて

算出している。  

建設・整備コストの低減に努めているか 

 
○  

経済比較を行い安価な工法を採用し、コスト縮減に

努めている。  

附帯施設は交付対象として適正か（必要性はあるか、汎用性
の高いものを交付対象としていないか） 

－  
附帯施設を交付対象としていない。  
 

 

 
 
 

 
 
 

 
備品は交付対象として適正か（汎用性の高いものを交付対象
としていないか） 

－  
備品を交付対象としていない。  
 

整備予定場所は、集客の立地性、農林漁業者の利便性等、施設の
設置目的から勘案して適正か 

－  
 
 

施設用地が確保されている又は確保される見通しがついている
か 

○  用地確保については、地権者の内諾を得ている。  

体験交流機能に加え宿泊機能を備えた施設を整備する場合には、

交付要綱別紙35に定める基準を満たすとともに、その必要性につ
いて十分に検討しているか 

－  
 

 
 

交付対象は施設別上限事業費及び上限規模の範囲内か 
     

 
 

 
 

 

 

処理加工・集出荷貯蔵施設については、「強い農業づくり交

付金実施要領」（平成17年４月１日付け16生産第8262号農林 － 
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水産大臣官房国際部長、総合食料局長、経営局長通知）別記

Ⅱの第１の２の（４）のウの基準に照らし適正であるか 

 

 
 

 

 
 
 

 
地域間交流拠点については、延べ床面積㎡当たり29万円以内
かつ延べ床面積1,500㎡以内であるか 

－  
 
 

地域連携販売力強化施設については、以下の内容を満たすものと

なっているか。 

 

 

 

 

地域内外又は地域間の相互連携の促進のための取組がなさ

れているか 
－  

 

 

生産者の販売力強化・ブランド化等に資するために必要な施
設であるか 

－  
 
 

１年を通して運営される施設であるか 
 

－  
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
６次産業化や女性参画の促進に寄与する施設であるか 
 

－   

事業実施主体の負担（起債、制度資金の活用等を含む）について
十分検討され、適正な資金調達計画と償還計画が策定されている
か 

○  
財政計画に基づき、計画的な事業実施計画を策定し

ており、予算措置は適正に行われている。 

入札方式は一般競争入札又はこれと同等の競争性のある契約方
式によるなど適切なものとなっているか。一般競争入札に付さな
い場合は、その理由は明確か 

○  
内子町入札実施要綱により基づき適切に行うこと

としている。  

整備後において施設の管理・運営が適正に行われる見込みである
か 

 
 

 
 

維持管理計画は適正か（施設の管理・更新に必要な資金は検
討済みか） 

○  
事業完了後は、古田水利組合において、管理運営規

則を制定し適正に管理する。  
 
 
 

 
 

収支を伴う施設等にあっては収支計画を策定しているか。ま
た、事業費が5,000万円以上のものについては経営診断を受
け、適正なものとなっているか 

－  
 
該当なし  
 

他の事業との合体施行等の場合、事業費の按分等が適正に行われ
ているか 
 

－  
 
他の事業との合体施工等の予定はない。  
 

他の事業への重複申請（予定も含む。）はないか 
（ある場合には、事業名を記載すること。） 

 

－  
 
他の事業との重複申請はない。  

 

注１ 項目について該当が無い場合はチェック欄に「－」を記入すること。 

  ２  活性化計画を公表する場合、事前点検シート及び判断の根拠となった資料についてもあわせて公表するものとする。 
 
    


